
 支援の対象となる肥料

 支援の内容

申請に必要なもの

次のページを参照

＝　支援金

肥料価格高騰対策のごあんない
～肥料価格高騰に直面する農家の皆様を支援します～

肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和の

ため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の

皆様の肥料費を支援します。

令和４年６月から令和５年５月に購入した肥料（令和４年の秋肥
と令和５年の春肥として使用する肥料）が対象です。

１年間に使用する肥料が対象であり、使用する時期が重なる肥料に
ついては支援対象となりません。

次の２つがあれば申請できます。

➊　令和４年秋肥（令和４年６月～10月に注文）、令和５年春肥（令和４年11月～令和５年５月

に注文）の購入価格がわかるもの（注文票など）

　　　令和4年秋肥と令和5年春肥は、それぞれをまとめて、別々に申請してください。
　　　注文票のほか、領収書または請求書が必要です。

❷　化学肥料低減に向けた取組に２つ以上取り組むこと
　　（次のページのチェックシートで申告していただきます。）

当年の肥料費　÷　価格上昇率　÷　使用量低減率

　　　　　　　　　　　         　ー　　　　　　　　　　           　　　　　　　　　　　　　　当年の肥料費 統計データ
を基に決定
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1.4

「昨年秋肥」、「本年春肥」及び「通年」のいずれも同じ

化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費に

ついて、その７割を支援金として交付します。
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農業者の皆様に記入いただくもの

○       ○

「令和４年度又は令和５年度の取組」欄のうち、

取り組めるものに〇を記入してください。

• ２つ以上に〇が付けばOKです。

• これまで既に取り組んでいるものもカウント

できます（その場合、１つ以上は、新しい取組

または従来の取組の強化・拡大（「◎」で記入）

　　を含むようにしてください。）

本事業本事業に係る問い合わせ先：高知県農業振興部環境農業推進課
電話：(088)821-4545

肥料価格高騰対策事業

○       ◎

 申請方法

農業者グループで申請してください。申請先や申請期限は、都道
府県・市町村、またはお近くの農協、肥料販売店にお問い合わせく
ださい。

５戸以上のグループで申請してください。農協や肥料販売店などでまと
めてグループ申請していただくことを想定しています。


